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研究成果の概要（和文）：　本研究は、ハンセン病療養所で生活する高齢の入所者を対象に、人生の語りを傾聴するこ
とを通して、高齢者自身の経験の意味づけによる人生の受け入れの促進と、聞き手の精神的成長の可能性について探る
ことを目的とした。
　5カ所の療養所を訪問し、入所者の方、職員の方々から話を聞く中で、以下のことが明らかとなった。①困難な人生
の受け入れには個人差があり、療養所での生活、人間関係によって大きな違いが見られた。②終末期の対応において、
個人の生き方への理解は重要である。③困難な看護・介護を通して、職員は多くのことを学んでいた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to promote the acceptance of life by bringing sense 
into older adults’ own experiences and to explore the possibilities of mental growth in listeners 
through listening attentively to the life stories of older adults living in a leprosy sanatorium who have 
recovered.
By visiting five facilities and listening to stories from residents as well as staff members, the 
following things have become clear. (1) There are individual differences in the acceptance of a difficult 
life, and larger differences in lives of sanatorium residents and in relationships with others have been 
observed. (2) When thinking about delivering end-of-life care, understanding individuals’ way of life is 
important. (3) Through the difficult nursing and nursing care, staff members have learned a lot of 
things.

研究分野： 臨床心理学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 日本における国立病療養所等で生活する
ハンセン病恢復者の方々は、2011 年の時点で、
平均年齢 82 歳を超え、寝たきり状態 11.1%、
認知症 21.0%、認知症予備軍は半数を占め、
その高齢化が問題となっていた。ここには、
高齢化にともなう心身の機能低下に関する
問題だけでなく、国の誤った強制隔離政策に
よって過酷な人生を歩んでこられた方々が、
葛藤を抱えたまま死を迎えるといった差し
迫った問題があった。 
 
２．研究の目的 
(1)大きな葛藤を経験した人が過去と和解し
人生を意味づけることを援助するとともに、
経験の意味づけのプロセスを明らかにする。 
 
(2)看護・介護職員として関わる職員の抱える
問題、関わりを通しての成長とその方法につ
いて検討する。 
 
３．研究の方法 
(1)文献を通して、ハンセン病の語りとその意
義について整理する。 
 
(2)ハンセン病療養所の入所者に人生の回想
(ライフレビュー)を中心とした面接を行い、
人生の語りを受け止め共感的に寄り添う。 
 
(3)ハンセン病療養所において看護・介護にあ
たっている職員の抱える問題について、研究
会への定期的参加および面接を通して情報
収集する。 
 
４．研究成果 
(1)文献研究 
ハンセン病に関しては、さまざまな分野か

らの研究が数多くなされ、出版物も多く文献
集も出版されているが、本研究では「ハンセ
ン病」を検索用語とし CiNii を使用して文献
検索を実施した。その結果、3346 件が検出
された（検索日時：2012 年 12 月 6･7 日およ
び 2015 年 3 月 2 日 17：10）。「ハンセン病」
「心理」では 10 件、「ハンセン病」「語り」
では 32 件であった。この中には、全国の療
養所が発行している機関誌に掲載されてい
る入所者の手記（二次資料として分析材料と
したものは有り）などはそのままの形では含
まれていない。また、2005 年には(財)日弁連
法務研究財団が行った「ハンセン病問題に関
する検証会議－最終報告書－」のような膨大
な記録もある。プライバシーの保護等の問題
に配慮した上で、貴重な語りや資料をどう生
かしてゆくかを考えることが今後の課題で
ある。 
「ハンセン病」「語り」32 件のうち 28 件

については、①ライフストーリーの記録、②
特定の要素に焦点をあてたもの、③家族によ
る語り、④その他に分けられた。全ての論文
においてハンセン病恢復者やその家族の語

りは中心的な要素であるが、支援者側の立場
から支援における語りの重要性を指摘した
もの、ハンセン病恢復者が自らの体験を語る
ことの意味や語りを聞く研究者自身の意
識・考えを述べたものもあった。ここでは、
紙面の都合上①および②の結果を述べる。 
①ライフストーリーの記録（９論文） 
これらの論文はすべて同じ研究者グルー

プによるものであり、「ハンセン病問題の集
合的な記録化の追求」を目的とした研究の一
部(福岡・黒坂, 2012)であることからか、語ら
れたライフストーリーを記録することに重
点が置かれていた。 
これら 9 論文のうち、子供の存在が主要な

テーマとして語りの中に登場するものが 3件
あった。80 代女性の語り(黒坂, 2009)では強
制堕胎の体験と堕胎された子どもへの思い
が語られていた。別の女性は結婚後に夫婦で
園から逃走し園外で出産、その後子どもを連
れて再入所したが子どもは保育所に入れら
れた 1 年後に死亡したことを語っている(福
岡・黒坂・下西, 2011)。男性の語りからも子
どもの存在が現れる。「らい予防法」違憲国
賠訴訟の第 1 次原告団団長を務めた男性は、
授かった子どもの堕胎が提訴への原動力の
ひとつであったことを述べている(福岡・黒坂, 
2013a)。 
家族というテーマに関しては、子供以外に

も語り手の親や兄弟姉妹の存在も登場する。
語り手のみでなくその家族も入所していた
ことを語った者もいた。父親と語り手を含む
4 人の子ども全員がハンセン病患者であった
男性(福岡・黒坂, 2013c)や、ハンセン病患者
ではない兄妹も入所していたことを語った
男性もいた(福岡・黒坂, 2013d)。子どもの堕
胎やハンセン病でない家族の入所など”らい
予防法”体制の残酷さが語りを通して浮き彫
りにされている。 
抑圧生活への抵抗も語られていた。園での

生活を「抵抗の生活」であったと語る男性は
園と自治会から「断種」を求められたが拒否
したことを語っている(福岡・黒坂, 2014a)。
また、別の男性は「ここへは治療しに来たん
だ」と患者作業を一貫して拒否したこと、入
所日から偽名を使うことなく本名でいるこ
とを述べている。強靭な精神力、行動力が語
られる一方で、聞き取り調査後に補足として
行われた追加聞き取りでは、自殺しようと思
っていた時期もあり、その頃は小さい瓶に入
れた農薬を常に持っていたことも語られて
いる。この男性は国賠訴訟の原告のひとりで
もあるが、原告となったことで園内でも孤立
しお金欲しさであろうと批判された苦しい
体験を述べたうえで、原告となった理由を
「カネ」じゃなく「人間がほしかった」から
だと語っている(福岡・黒坂, 2012)。 
以上の 9論文は記録することに重点がおか

れているため、研究者による再構成や解釈な
どはあえて行われていない。そのことにより
記述されているライフストーリーの個別性



や語り手の心の動きなどがより鮮明に伝わ
るものとなっている。 
 

表１．ライフストーリーの記録      
黒坂愛衣 (2009). ７ヵ月で堕ろされた子ど
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ア研究, 10, 191-209. 

福岡安則・黒坂愛衣 (2013c). わたしが亡く
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セン病療養所「星塚敬愛園」聞き取り. 日
本アジア研究, 10, 211-230. 

福岡安則・黒坂愛衣 (2013d). 中国の回復者
村の支援活動に打ち込んで：ハンセン病療
養所「星塚敬愛園」聞き取り. 日本アジア
研究, 10, 231-260. 

福岡安則・黒坂愛衣 (2014a). 出征中の中国
大陸で発症して：ハンセン病療養所「星塚
敬愛園」聞き取り. 日本アジア研究, 11, 
221-248. 

福岡安則・黒坂愛衣 (2014b). 最後の徴兵で
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「星塚敬愛園」聞き取り. 日本アジア研究, 
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②特定の要素に焦点をあて分析されたライ
フストーリー（13 論文） 
横瀬(2013)は女性退所者6人に聞き取りを

し、多くの女性が退所後も子どもを持てない
と考えていること、母親との関係回復ができ
ずにいること、他者との関わり方に困惑して
いることなど、女性特有の困難、苦労を明ら
かにした。また、療養所の内外を問わず、女
性同士の相互監視のようなものがあること、
嫉妬や確執があったことを明らかにすると
同時に、女性特有の苦悩が取り上げられ議論
されることは少ないと指摘している。鶴若
(2008)は台湾の療養所に暮らすハンセン病恢
復者への聞き取りを通して台湾におけるハ
ンセン病問題の歴史、患者を取り巻く環境の
変化を記している。強制隔離が終わった現在
においても差別問題は依然として存在して

いることを明らかにしている。特定の対象が
持つ特有性が指摘されている一方で、その調
査は十分に行われているとは言えず、今後さ
らなる検討が必要であると考えられる。 
 蘭(2003)と熊谷・井内(2010)からはハンセ
ン病恢復者の多面性を読み取ることができ
る。蘭(2003)では、男性が自分の人生は「悔
い」の人生であった、特に結婚や家族が「最
大の悔い」であったと語っている。また、男
性は自分自身の障害にたいする考えを変え
なければいけないと思いながらもなかなか
できないとも語っている。家族や親戚との関
係において「遠慮」し「気を小さく」もって
しまうと述べ、ある家族が後遺症の目立つ入
所者を園外の病院に入院させてそこで亡く
なった話を引合いにだし、「家族もえらいけ
ど」本人も「堂々としてふつうの気持ちで、
後遺症があっても外の病院へ入る」というこ
とは「本人もえらいと思いました」と語って
いる。また、自治会役員としてハンセン病問
題を一般市民に向けて啓発しながら自分自
身の家族には遠慮し、態度を変えるよう働き
かけることができないことに「情けないよう
な、矛盾しているような」「おかしいなと思
いながらやってきた」と語る。蘭(2003)は男
性の人生を客観的にみれば精力的な自治会
活動や熱心な趣味活動への参加など必ずし
も「悔い」の人生だけとは言い切れないよう
にも思われるとしながらも、男性の語りを再
構成し浮かび上がるのは「悔い」の人生であ
るとし、男性の意味するその「悔い」を理解
しようと試みている。 
一方、熊谷・井内(2010)は「生きているこ

との充実感」が高い存在としてハンセン病恢
復者を捉えている。社会構築主義の立場から
健康や福祉の目標を生きていることの充実
感そのものであるとし、それを健康自尊意識
として捉えた上で、その境地にいる存在とし
てハンセン病恢復者を位置づけている。ハン
セン病恢復者が語るライフストーリーから
健康自尊意識を形成する要因を検討し、健康
自尊意識には「ストレングス（本人の持つ強
さ）」「実体ある解放・復権」「公からの他者
承認」が影響を及ぼしていることを示唆して
いる。例えば、前述の①ライフストーリーの
記録に登場する男性は中国のハンセン病恢
復者とその子どもたちのための支援活動を
精力的に行っている(福岡・黒坂, 2013d)。熊
谷・井内(2010)の健康自尊意識に照らし合わ
せれば、この男性はとても高い健康自尊意識
の持ち主のひとりとも考えられる。蘭(2003)
と熊谷・井内(2010)で語られた人生はその他
のライフストーリーの記録と共にハンセン
病恢復者の多様性のみならず多面性を示し
ているように思われる。 
最後に、ハンセン病恢復者の語りの聞き取

りプロセスをナラティヴ実践、あるいはアク
ションリサーチにつながるものとして捉え
た論文もある。徳田(2006)は国賠訴訟におけ
る被害の聞き取りに関して、「質的心理学と



アクションリサーチ」という特集に論文を載
せている。徳田(2006)は、国賠訴訟における
弁護士の被害聞き取りプロセスが語り手の
自己の捉え直しと被害回復にまで影響を与
えていることを指摘し、聞き取り調査あるい
は「語ること」が持ち得る語り手への影響力
の強さを示唆している。 
 
表２．特定の要素に焦点を当て分析されたラ
イフストーリー             
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た喪失と許し. 東京保健科学学会誌, 6(2), 
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蘭由岐子  (2004). 生活史を語ることの困
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論, (656), 33-43. 
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(2)療養所入所者のライフレビューより 
本研究では、1 施設内における７名の入所

者の方から直接話を伺うことができた。 
 

①生きることの支えになったこと・もの 
 支えになったこととしてあげられたこと
としては、子どもを持つことが出来た方にと
っては子どもや孫などの子孫、家族とのつな
がりが持てた方にとっては家族との絆があ
げられた。それは、守らなければ奪われてし
まう状況の中で、必死で守ってきたものであ
り、他施設を含め多くの入所者にとって、ほ
とんどが剥奪されてきたものであった。 
 支えとして仕事をあげた方もいた。ここで
語られた仕事とは、生きがいや経済力を持て
る自立を促進するような仕事であり、園内で
強制的にあてがわれた仕事ではない。またそ
こでの信頼できる友人・仲間や先輩の支援、
日々のおしゃべりなどを通して得た人間関
係も、支えとなっていった。 
 さらに自治会の活動や人権恢復への戦い
等の使命感を持っての活動、宗教心や信仰も
また、生きる支えとなっていた。 
 「生きる支え」を持てたことについては、
後遺症の軽さや園長の考え方が大きく影響
していたことも語られた。 
 
②ここでの生活について 
 若い頃の発症により強制的に入園させら
れ、かつては園内で辛い業務や人権侵害を経
験し、いがみ合いや嫉妬を経験した人も少な
くない。外の人からは差別や偏見・いじめな
どもあった。病気はとうに回復し、「らい予
防法」が廃止され自由に生活することが可能
になったとしても、未だ続く差別・偏見の中
で、園を出ることは難しく、園で生活するこ
とを選ぶ入所者は多い。 
 時代とともに生活は向上したとはいえ、望
んでここでの生活を選んだわけではない。
「ここで一生を終えなければならないこと」
に今も葛藤を感じている入所者もいる。「出
られないということがわかって、ここが自分
の居場所だと思うようになっていった」とい
う言葉には、あきらめと自分の人生を受け止
める気持ちが込められている。そのきっかけ
となったのは加齢であり病気であり、外の人
のハンセン病に対する無理解である。 
 高齢の入所者の方々には「自分はのんきな
方で、辛いことがあってもおいていく」「マ
イナスの面には目を向けず、できるだけプラ
スの面に目を向け感謝して生きること」とい
うように、認知的方略を用いて人生を受け入
れる姿勢も見られた。 
 
③その他 
 若い人に対しては「それぞれの人生は自分
でしか切り開くことは出来ない」「ハンセン
病を正しく理解してほしい」ことが語られた。
また「人は人の中」で育つことの重要性、ま
たそうした当然の権利が奪われることの理
不尽さ・無念さが語られた。 
 



今回話をして下さった方で、語ることによ
って否定的な感情が増加したり混乱が生じ
た方は見られなかった。それは、過去よりも
現在の方が生活は向上しているからだけで
はなく、逆境の中で「生きる強さ」を獲得し、
それぞれの方法で人生を受け止めておられ
るからだろうと思われた。その後の雑談や、
中には「また来てください」とおっしゃって
下さった方が居たことなどからも、語ること
はプラスに評価されたと感じられた。 
 
(3)職員との関わりから感じること 
 入所者の高齢化とともに、多くの施設で終
末期への取り組みが検討されている。園によ
ってそれぞれ取り組み方に違いはあるが、連
携がうまく機能しているところもあればそ
うでないところもある。しかしながら、個々
の入所者の違いがあるように、それぞれの施
設にも歴史的・文化的な違いがある。そうし
た背景を理解し生かした上で、慣習にとらわ
れない挑戦的な取り組みが望まれよう。 
 終末期に限らず、日々のケアにおいて、入
所者個々の心身の特徴と意思を確認してゆ
くことは必須である。かつてはそれは日常の
中で行うことが可能であったが、時間的制約
とさまざまな規制の中で、会話を通しての大
切な時間が持ちにくくなっていることは残
念である。また、意思疎通が可能な状況のな
かで、ケアにおける本人の希望を確認するこ
と、またそれは状況によって変化する可能性
があることを周囲の者は知っておかなけれ
ばならない。そのためには、個々の入所者の
方々が「どのように生きてこられたか」の語
りを傾聴し、共感的に受け止め、その方の生
き方を尊重した対応が必要となろう。 
 職員の方々は、長い年月をかけて入所者の
方々との信頼関係を築き、ケアにあたってこ
られた。容易にはいかない看護や介護を通し
て、入所者に受け入れられ気持ちが通じ合え
た体験、望まれる対応ができたこと、入所者
の生き方から教えられ自分が成長したと実
感する体験などが、仕事を続ける原動力とな
っているようであった。なお続く葛藤の中で、
研鑽を積まれる姿が印象的であった。 
  
(4)おわりに 
本研究は、研究者の一名がハンセン病に関

連する支援団体と関わりをもったことがき
っかけで始まった研究であったが、実際には
必ずしも計画通りには進まなかった。その原
因のひとつとして、頼りにしていた恢復者の
方の急死があった。また、背景に大きな問題
を背負っているだけに組織が大きく、話が思
うように進まないこともあった。 
しかしながら、そうした中で全国の療養所

を訪問することを通して、少しずつ関係を広
げてゆくことができた。最終的には限られた
人数ではあるが入所者の方の話を直接伺う
ことが出来、また職員の方々とも今後に続く
関係を築くことが出来た。とくに入所者の方

の話はこれからの展開が残されており、今後
も継続してライフレビューをお聞きしたい
と思っている。３年間の研究を終え、本研究
の益々の必要性を実感している。研究は始ま
ったばかりである。この３年間で得た貴重な
体験と人間関係を大切にし、今後も研究を継
続してきたいと考えている。 
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